様式第2号(第2条関係)
公示送達について公告　　
	次の者に係る
	行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項各号
彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)第15条第1項各号
	に掲げる事項


を記載した聴聞通知書は、　　課(室)において保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する。
　　年　月　日
彦根市長　　　　　　　　印　

1　不利益処分の名宛人となるべき者の氏名(法人にあっては、名称)
2　聴聞の期日　　　　　　年　　月　　日
[bookmark: _GoBack]3　聴聞の時刻　　　午前(後)　　時　　分から(　　時　　分終了予定)
4　聴聞の場所
5　担当部署の名称および所在地
6　主宰者の職および氏名
